
寒河江市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 
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寒河江市規則第８号 

 

寒河江市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部を改正 

する規則 

 

寒河江市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成４年市規則第１６

号）の一部を次のように改正する。 

第７条に次の１項を加える。 

２ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５条第２項の規定により許可に付

する期限は、当該許可を受けた日から２年以内とする。 



様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



様式第６号から様式第８号までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



様式第１０号から様式第１３号までを次のように改める。 

 



 

 



 

 



 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に残存する改正前の様式による用紙は、必要な改定を

加えたうえ、なお、当分の間、使用することができる。 

３ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により提出されている

書類は、この規則による改正後の様式により提出された書類とみなす。 

 


